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平成28年社会生活基本調査 集計の基本方針（案）について 

 

 

Ⅰ 基本方針 

社会生活基本調査は、国民が仕事や家事などに費やす生活時間の配分及び自由時間

における主な活動について調査し、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎

資料を得ることを目的としている。 

近年では、仕事と生活の調和（以下「ワーク・ライフ・バランス」という。）の推

進が政府の重要課題の一つとなっている。「経済財政運営と改革の基本方針2015」、「日

本再興戦略」改訂 2015（平成 27 年６月 30 日閣議決定）において、長時間労働を抑

制し、働く人々のワーク・ライフ・バランスの実現に取り組むとされており、こうし

た政策課題の検討に資する基本的な統計情報が求められている。 

平成28年社会生活基本調査は、引き続き、ワーク・ライフ・バランスの分析に資す

る基礎資料の提供のほか、情報通信機器の急速な普及に伴う生活様式の変化を始め、

少子高齢化の急速な進行、就業構造の変化、生活行動の多様化等、我が国の社会経済

状況が大きく変化する中で、社会・経済の諸課題を解決するための重要な基礎資料を

提供する役割を果たすことが期待されていることから、主に下記の観点に留意して計

画の策定を進めることとしている。 

① 情報通信機器の普及による国民の生活時間への影響の的確な把握 

② 男女共同参画の実態の的確な把握 

③ ワーク・ライフ・バランスの実態の的確な把握 

 

今回調査の集計に当たっては、調査の基本的な考え方を踏まえて集計の見直しを行

う。（別添１） 

(1) 情報通信機器の普及が生活行動、生活時間に与えている影響の分析に資する集

計の追加 

(2) 子どもの保育状況と親の就業形態の関係に関する集計の見直し 

(3) その他の結果利用の向上に伴う調査事項の変更等を踏まえた集計の見直し 

 

Ⅱ 今回の集計の特徴 

(1)  情報通信機器の普及が生活行動、生活時間に与えている影響の分析に資する集

計の追加 

近年のスマートフォンなどの情報通信機器の使用状況、それらの普及が生活行動、

生活時間に与える影響を把握するため、新たに調査事項として追加する「スマート

フォン・パソコンなどの使用について」（調査票Ａ）及び調査内容を変更する「ス

マートフォン・パソコンなどの使用」（調査票Ｂ）を用いて、スマートフォンなど

の時間帯別の使用目的及び使用時間の違いによる生活行動への影響の分析に資す

る集計を行う。（別添２） 

資料２ 
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(2)  子どもの保育状況と親の就業形態の関係に関する集計の見直し 

近年、保育園などの施設整備が進められている1中、未就学児をもつ世帯について、

子どもを保育園などの施設に預けている時間と親の就業形態（共働きか否か、フルタ

イムか短時間勤務かなど）との関係を把握するため、保育所（園）・幼稚園・認定こど

も園などに預けている時間が生活時間に与える影響の分析に資する集計を行う。（別添

３） 

 

(3)  その他の結果利用の向上に伴う調査事項の変更等を踏まえた集計の見直し 

「ふだんの健康状態」、「教育」、「ふだん世帯員以外の人から介護の手助けを受け

ていますか」の調査事項の変更に伴い、集計の対象や調査項目の分類事項を見直し、

生活時間配分との関係について、より的確な把握に資する集計を行う。 

 

Ⅲ 集計区分・集計内容 

集計区分及び集計内容は前回調査と同様に、以下のとおり行う。 

 

調査票 集計区分 集計内容 

Ａ 生活行動 （全国結果） 

「学習・研究」、「スポーツ」、「趣味・娯楽」、「ボランティア活

動」及び「旅行・行楽」の調査項目ごとに、個人属性及び世帯属

性別の行動者数、行動者率及び平均行動日数（「旅行・行楽」を除

く。）を集計する。 

（地域別結果） 

全国結果に準じた内容について、分類区分数を大括りとし、都

道府県（全体、人口集中地区、人口集中地区以外）、14地域、大都

市圏及び都市階級別に集計する。 

生活時間 （全国結果） 

個人属性及び世帯属性別に、曜日、行動の種類別の総平均時間、

行動者平均時間及び行動者率を集計する。 

（地域別結果） 

全国結果に準じた内容について、分類区分数を大括りとし、都

道府県（全体、人口集中地区、人口集中地区以外）、14地域、大都

市圏及び都市階級別に集計する。 

時間帯 （全国結果・地域別結果） 

個人属性別及び世帯属性別に、曜日、15分刻み（※）の時間

帯別の行動の種類別行動者率を集計する。主要結果については、

全国のほか、都道府県、大都市圏及び都市階級別に集計する。 

※スマートフォン・パソコンなどの使用については３時間刻み 

                                                  
1 子ども・子育て支援新制度（内閣府、平成 27 年度から本格施行）において、地域の子ども・子育て支

援の推進を図るとされている。 
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調査票 集計区分 集計内容 

Ａ 平均時刻 （全国結果・地域別結果） 

個人属性及び世帯属性、曜日別に起床、朝食開始、夕食開始、

就寝、出勤、仕事からの帰宅の時刻別行動者数（構成比）、平均時

刻及び行動者率を集計する。主要結果については、全国のほか、

都道府県、大都市圏別に集計する。 

Ｂ 生活時間 （全国結果のみ） 

個人属性及び世帯属性別に、曜日、行動の種類（主行動、主行

動＋同時行動）別の総平均時間、行動者平均時間及び行動者率を

集計する。 

時間帯 （全国結果のみ） 

個人属性別に、曜日、15分刻みの時間帯別の行動の種類（主行

動、主行動＋同時行動）別行動者率を集計する。 

 

 


